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１．法人の概要     

主たる事務所の

所在地 
徳島県徳島市佐古四番町 3-17 

電話番号 ０８８－６２４－７９４０ 

ＦＡＸ番号 ０８８－６２４－７９４１ 

代表者の氏名 中山 早志 

設立登記年月日 平成 27年 2月 23日 

 

２．法人役員及び評議員 

（１）現役員及び評議員（令和 6年 4月 1日） 

役職 定数 氏名 

理事 6 名 中山早志・和田文平・小泉卓也・井上篤・原拓也・伊原奈津子 

監事 2 名 真鍋直敬・勝瀬貴史 

評議員 7 名 
大田仁大・高崎梅子・大仁俊秀・武田笑子・鎌田優子・大星

貴・田中偉嗣 

 

３．理事会・評議員会開催の状況 

開催日時 出席者 審議・承認事項 

理事会 

令和 5年 6月 5日 

午後 7：00～午後 8：00 

理事 6名 

監事 2名 

第１号議案 監事による監査結果報告

について 

第２号議案 令 和 ４ 年 度 決 算 報 告

及 び 事 業報 告 につ いて  

第３号議案 令 和 ４ 年 度 社 会 福 祉

法 人 等 の 監 査 結 果 及 び 監 査 指

導 、 助 言事 項 につ いて  

第４号議案 経理規程の変更について 

第５号議案 次期役員候補者について 

第６号議案 定時評議員会の日時・場

所・議案の概要について 

理事会 

令和 5年 6月 23日 

午後 8：00～午後 9：00 

理事 6名 

監事 2名 

第１号議案 理事長の選定に関する件

について 

第１号議案 業務執行理事の選定に関

する件について 

 

理事会 

令和 6年 3月 15日 

午後 7：00～午後 8：00 

理事 6名 

監事 2名 

第１号議案 令 和 ６ 年 度 当 初 予 算

及 び 事 業計 画 につ いて  

 



 

開催日時 出席者 審議・承認事項 

評議員選任・解任委員会 

令和 5年 6月 23日 

午後 6：30～午後 7：30 

外部委員 3名 

監事   2名 

事務局   1名 

理事   3名 

第１号議案 評議員の選任について 

 

評議員会 

令和 5年 6月 23日 

午後 7：00～午後 8：00 

評議員 6名 

理事  2名 

監事   2名 

第１号議案 監事による監査結果報告

について 

第２号議案 令 和 ４ 年 度 決 算 報 告

及 び 事 業報 告 につ いて  

第３号議案 令 和 ４ 年 度 社 会 福 祉

法 人 等 の 監 査 結 果 及 び 監 査 指

導 、 助 言事 項 につ いて  

第３号議案 次 期 役 員 選 定 に つ い

て  

 

 

４．事業内容 

介護保険法及び障害者総合支援法、児童福祉法に規程される下記業務を適切に実施する。  

事業所の種類 施設種別 名称 管理者氏名 

第２種社会福祉

事業 

訪問介護事業 
ヘルパーステーション悠和ライフ 髙田 舞加 

障害福祉サービス事業 

障害児通所支援事業 
児童発達支援・放課後等デイサー

ビスくぅぴぃ 
和佐 瑞恵 

公益事業 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所悠和ライフ 宇野 令子 

  

５．事業所利用者状況（定員及び現員）（令和 6年 4月 1日現在） 

事業所名 定員

（名） 

現員（名） 

ヘルパーステーション悠和ライフ 43 250 

児童発達支援・放課後等デイサービ

スくぅぴぃ 

10 240 

居宅介護支援事業所悠和ライフ 50 40 

※定員に関して、訪問介護、居宅介護支援については、1ヶ月、放課後等デイサービ

スについては、1日の定員数です。現員については、1ヶ月の延べ利用者数です。 

 

 



６．職員状況（令和 6年 4月 1日現在） 

事業所名 常勤

（名） 

非常勤

（名） 

ヘルパーステーション悠和ライフ 3 8 

児童発達支援・放課後等デイサービ

スくぅぴぃ 

3 8 

居宅介護支援事業所悠和ライフ 1 1 

今年度採用人数 

児童発達支援・放課後等デイサービスくぅぴぃ 

非常勤パート１名 

  

７．職員の処遇について 

１．健康診断について 

同グループのイツモスマイルクリニックで年 1回の健康診断、インフルエンザ接種

を在籍職員に受けてもらっています。 

２．労務について 

令和５年度は、処遇改善加算について常勤、非常勤全職員に 6 月末に支給していま

す。また、令和６年２月より令和６年５月末まで介護職員処遇改善支援補助金を支給

します。 

３．職員研修について 

職員の資質向上のため、各種研修会の実施及び積極的な参加を図りました。法人内

研修（担当制）や外部研修に参加でき、スキルアップが図れています。 

 

８．今後対処すべき課題 

① 障害者通所支援事業の更なる安定化 

② 障害事業並び介護事業の財政・経営基盤の強化及び事業運営のさらなる安定化 

③ 職員の資質向上並びに利用者へのサービス提供技術の向上及び利用者の生活の質

の向上 

④ 法に基づいた適正な法人及び事業所運営の強化並びに法人本部機能の強化 

⑤ 法人及び各事業所の種々のリスク管理体制の強化 

⑥ 優秀な人材確保 

⑦ 地域公益活動の強化 

⑧ 感染症防止対策委員会を設置し、感染症蔓延の防止を図っていく。 

⑨ 身体拘束適正化委員会設置し、年１回以上身体拘束の防止、適正化を図ってい

く。 

⑩ 虐待防止委員会を設置し、年１回以上研修を実施し、虐待防止を図っていく。 


